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戸籍記録 
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⑦ 

住民票コードを
附票に記載 

④ 

本籍地の求めに
応じ、住民票
コードを本籍地
に提供 

③ 

出生届が提出さ
れ、本籍地・住所
地において戸籍・
住民票を作成 

① 
法務大臣から市区町村に対
する住民票コードの提供依頼 ⑤ 

② 

⑤ 

⑦ 

① ① 

※ 初期紐付については、住所地市区町村と本籍地市区町村が連携の上、 
   戸籍の附票に住民票コードを記載。④以降は上記例と同様となる。 


